
〇〇〇〇〇の実施について

１ 開 会

２ 報 告
(1) 新型コロナウイルス感染症の発生状況等について 資料１
(2) 新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の発令について 資料２
(3) 県の対応（感染防止対策）について 資料３
(4) 新型コロナワクチン接種について 資料４

３ その他

４ 本部長指示

５ 閉 会

令 和 ３ 年 ４ 月 ７ 日〇〇〇〇〇の実施について盛岡市新型コロナウイルス感染症対策本部会議
盛岡市生活・経済対策本部会議

次第令和３年度第１回
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〇〇〇〇〇の実施について

現時点の感染状況等について，報告するもの。

資料１新型コロナウイルス感染症の発生状況等について

ＰＣＲ検査
実施者数

陽性者数
入院治療等を要する数 退院又は療

養解除者数
死亡者数 確認中

重症者数

947万0636 48万2871 2万3347 445 44万9835 9228 769

(2) 東北各県発生数 （４月５日00:00現在）

青森県 宮城県 秋田県 山形県 福島県

1,080 6,505 301 1,038 2,604

(3) 岩手県内発生数等
ア 発生数等 （４月５日15:00現在）

ＰＣＲ検査
実施者数

陽性者数
入院治療等を要する数 退院又は療

養解除者数
死亡者数

重症者数

３万６３８０ ７０５ １１３ ０ ５６２ ３０

１ 発生状況等
(1) 国内発生数等（チャーター便帰国者を除く） （４月５日00:00現在）

・３月中旬以降、下げ止まりから増加傾向、感染の再拡大。
・宮城県、大阪府、兵庫県において感染者の急増に伴い、まん延防止措置適用。
・首都圏の感染状況
国内の新規感染者数の３割ほどを占め、下げ止まり又は増加傾向。

・宮城県、青森県において急激に増加、他の県においても増加傾向。

・宮城県・福島県・青森県において、変異ウイルスの感染確認。また、仙台市におい
て、初の変異ウイルス確認。

・３月下旬から、盛岡・奥州・二戸・住田において、新規感染者が増加
傾向。

・感染源の推察可能な、職場や濃厚接触を起点とする感染が多く見
られる。
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(4) 県内全般の感染状況の評価

ステージⅡ（４月５日県対策本部会議）

【参 考】

感染状況のステージを判断する指標 岩手県ＨＰ

(5) 盛岡市の発生数等 （４月５日15:00現在）

陽性者数
入院治療等を要する数 退院又は療

養解除者数
死亡者数

重症者数

２７３ ６０ ０ １９７ １６

・盛岡市内の教育・保育施設においてクラスターが発生し、４月５日現在、48
人が陽性となっている。

２ 今後の推移予測等

・年度明けの進学、就職等に伴う人の移動による感染者の増加が
引き続き危惧される。

・岩手県において、変異株の感染事例が確認され、ワクチン接種
前に感染拡大も予期されることから、現在の拡大防止策を徹底・
継続する必要がある。
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資料２-１
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新型コロナワクチン接種について

１ 新型コロナワクチン接種の概要

(1) 厚生労働大臣の指示

令和３年２月16日付けで，厚生労働大臣から各市区町村長あてに，予防接種法

に基づき，次のとおり臨時の予防接種を実施することについて指示があった。

なお，予防接種法の規定により，住民には接種の努力義務が生じる（妊婦を除

く）が，あくまで本人の同意が必要となる。接種費用は無料（国が負担）。

◆ 対象者 市内に居住する16歳以上の者

◆ 実施期間 令和３年２月17日から令和４年２月28日まで

◆ 使用ワクチン 令和３年２月14日に薬事承認を受けたファイザー社製ワク

チンに限る。

(2) 接種方法等

ア 接種順位 ※括弧内の数字は，本市における対象者見込数

①医療従事者等（約18,000人） ※県が対応

②65歳以上の高齢者（約84,000人）

・令和３年度中に65歳以上に達する方（S32.4.1までに生まれた方）

③高齢者以外で基礎疾患のある方（約15,000人）

高齢者施設の従事者（約4,000人）

・一定の要件を満たす場合は，入所者と同じタイミングで接種が可能

④上記以外の方（約167,000人：期間内に16歳に達しない方約35,000人を含む）

・ワクチン供給量等により，｢60～64歳の方｣を③と同じ時期に行う場合あり

イ 本市の接種方針

医療機関での「個別接種」を基本とするが，接種医療機関に地域の偏在が生

じたり，スペース等の関係で自院での接種ができない場合，医療機関での接種

だけでは全体の接種数に不足が生じる場合等は，公共施設等での「集団的な個

別接種」（運営主体は医療機関）等について検討する。

また，高齢者施設の入所者への接種は，嘱託医等による「巡回型接種」を，

訪問診療等を必要とする在宅高齢者への接種は，訪問診療を行っている医療機

関による「訪問型接種」を想定している。

２ 実施体制の構築

(1) 超低温冷凍庫（ディープフリーザー）の配備

(2) 接種医療機関の調整

盛岡市医師会の協力をいただきながら，各医療機関への説明と，「基本型接種

施設」(①ディープフリーザーを配備しワクチンの保管・管理を行う ②ワクチン

接種を行う ③サテライト型接種施設へワクチンの分配を行う）又は「サテライ

ト型接種施設」(基本型接種施設からワクチンの分配を受けワクチン接種を行う）

としての協力依頼を行っている。

(3) 医療機関以外の接種会場の検討・調整

公共施設等での「集団的な個別接種」(運営主体は医療機関)の実施を見込み，

市所管の一部施設について，令和３年５月22日から９月26日までの土・日曜日の

うち，使用する可能性がある日を確保している。

なお，使用施設の偏重による施設利用者の不公平感を少しでも解消するため，

同種の施設を３週間隔でローテーションすることとする。

【依頼施設】 計47施設

市立小学校(体育館)：25，公民館：３，地区活動センター：12，体育館：２，

児童センター・老人福祉センター：１，地区保健センター：３，中央卸売市場

(4) 高齢者施設等での接種に向けた準備

介護保険課の協力を得て，各施設に，自施設内での接種を行うかどうかの意向

確認と，接種医（嘱託医等）の調整状況について確認を行っている。

資料４
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ア 対象者 65歳以上の高齢者

※令和３年度中に65歳以上に達する方(S32.4.1以前に生まれた方)

イ 発送内容 接種券（クーポン券），予約等に関する案内チラシ，予診票２枚，

ファイザー社製ワクチンの説明書

ウ その他 高齢者以外の方の接種券は，６月以降の発送予定。

(8) ワクチン接種予約システム（インターネット予約システム）の準備

市が一元的に管理するシステムを採用し，LINE(※)，WEB，電話のいずれか

の方法により予約を受け付ける（家族等の代行予約が可能）。

◆ワクチン供給の関係から，予約の受付開始は５月以降の予定。

◆予約の受付開始時期は，市ホームページや市施設へのポスター掲示，報道発

表などでお知らせするほか，はがきで個別に通知することを検討中。

※LINEによる予約受付は，情報管理の安全性が確認されるまで使用を見合わせ

ることとしている。

(9) 市民への周知・啓発

市長公室の協力を得て，広報もりおかや市ホームページ，市施設へのポスター

掲示等のほか，市長定例会見やプレスリリースなどのパブリシティを活用し，広

く周知に努めている。

３ ４月のワクチン配給見込みと接種方針

(1) 盛岡市へのワクチン配給数（見込み）

・４月５日の週：１箱 最大 975回分（ 487.5人×２回接種）

・４月19日の週：１箱 最大 975回分（ 487.5人×２回接種）

・４月26日の週：１箱 最大 975回分（ 487.5人×２回接種）

合計 ：３箱 最大 2,925回分（1,462.5人×２回接種）

(2) ４月配給分の接種方針

４月中のワクチン配給数は，対象となる高齢者の総数に対して非常に限られ

た数量（約1.7％）であることから，４月配給分による接種は，重症化予防や

院内・施設内クラスター発生の予防による医療・介護提供体制の確保を目的と

して，高齢者施設入所者や長期入院患者等に限定して実施する方向で，医療機

関等と調整を行っている。

今後のワクチン供給量にもよるが，上記以外の一般の高齢者を対象とした接

種は，早くても５月以降となる見通しである。

(5) ワクチンの移送に向けた準備

基本型接種施設からサテライト型接種施設へのワクチンの移送は，国補助金を

活用して業者委託による移送が可能とされていることから，医療機関の負担軽減

を図るため，業務委託する方向で準備を進めている。

(6) コールセンターの設置

接種会場の問合せや，電話での予約に対応するため，「盛岡市新型コロナワク

チンコールセンター」を３月16日に開設（外部委託）した。

ア 電話番号 ０１２０－２２０－４８９（フリーダイヤル）

イ 受付時間 ９：００～１８：００（土・日曜・祝日を含む。）

ウ 受付内容 ワクチンの接種会場や予約などに関すること。

エ 受付体制 最大２１回線

オ 問合せ状況

【主な内容】※複数回答

・ワクチン接種全般 489件 ・接種券に関すること 147件

・予約に関すること 9,299件 ・接種会場に関すること 1,514件

・医学的なこと 391件 ・苦情 260件

ワクチン接種に関する問合せは，国，都道府県，市町村及びワクチンメー

カー等が，それぞれの役割に応じて対応することとされており，その内容や

必要に応じて，担当の相談窓口を適切に紹介することとされている。

●厚生労働省：コロナワクチン施策の在り方等に関すること

●岩手県：医学的知見が必要となる専門的なこと

●ワクチンメーカー：ワクチンに係る個別具体的なこと

(7) 接種券（クーポン券）等の発送

高齢者へのワクチン接種に向けて，３月26日に，接種券（クーポン券）等を発

送した。 10


